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特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
要
綱

第
一

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
に
お
い
て
、
明
細
書
か
ら
の
請
求
の
範
囲
の
分
離
に
係
る
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

特
許
登
録
令
に
お
い
て
、
特
許
請
求
の
範
囲
を
特
許
登
録
原
簿
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
等
を
規
定
す
る
こ
と
。

第
三

実
用
新
案
登
録
令
に
お
い
て
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
を
実
用
新
案
登
録
原
簿
の
一
部
と
み
な
す
こ
と
を
規
定
す

る
こ
と
。

第
四

弁
理
士
法
施
行
令
に
お
い
て
、
弁
理
士
又
は
特
許
業
務
法
人
で
な
い
者
が
作
成
を
業
と
す
る
が
で
き
な
い
書
類
に
特
許

請
求
の
範
囲
及
び
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
を
加
え
る
こ
と
。

第
五

こ
の
政
令
の
施
行
期
日
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（

平
成
十
五
年
七
月
一
日
）
と
す
る
こ
と
。
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政
令
第

号

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
二
十
四
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法

律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
二
項
の
表
第
七
号
中
欄
及
び
同
表
第
十
五
号
中
欄
中
「
明
細
書
」
の
下
に
「
、
特
許
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
第
五
号
中
欄
中
「
明
細
書
」
の
下
に
「
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
る
。

（
特
許
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

特
許
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
当
該
明
細
書
」
の
下
に
「
、
特
許
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
、
「
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
事
項
及
び
」

を
「
明
細
書
及
び
特
許
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
事
項
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
二
号
中
「
明
細
書
」
の
下
に
「
、
特
許
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
る
。
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（
実
用
新
案
登
録
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

実
用
新
案
登
録
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
当
該
明
細
書
」
の
下
に
「
、
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
、
「
明
細
書
に
記
載
さ
れ
た
事

項
及
び
」
を
「
明
細
書
及
び
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
に
記
載
さ
れ
た
事
項
並
び
に
」
に
改
め
る
。

（
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

弁
理
士
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
三
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
明
細
書
」
の
下
に
「
、
特
許
請
求
の
範
囲
及
び
実
用
新
案
登
録
請
求
の
範
囲
」
を
加
え
、
「

及
び
」
を
「
並
び
に
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
七
月

一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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理

由

特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
特
許
請
求
の
範
囲
を
特
許
登
録
原
簿
の
一
部
と
み
な
す
等
の

必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


